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情
　
報
　
広
　
場

ハローワークはさま発行求人情報
ハローワークはさまで発行している求人情報を掲載

掲載日は祝日を除く毎週火曜日の午後３時です

　

道
路
に
張
り
出
し
た
樹
木
の
枝

葉
は
、事
故
を
招
く
原
因
に
な
る

こ
と
が
あ
り
大
変
危
険
で
す
。こ

れ
ら
が
原
因
で
交
通
事
故
な
ど
が

起
き
た
場
合
は
、樹
木
が
生
え
て

い
る
土
地
の
所
有
者
が
責
任
を
問

わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、

伐
採
や
枝
払
い
を
す
る
な
ど
適
切

な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】建
設
部
建
設
総
務

課（
道
路
河
川
管
理
係
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
３
６
５

　

気
仙
沼
線「
前
谷
地
駅
～
柳
津

駅
」間
で
、設
備
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の

た
め
、一
部
列
車
が
運
休
と
な
り

ま
す
。代
行
バ
ス
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、朝
夕
の
列
車
ま
た
は
Ｂ
Ｒ

Ｔ
を
利
用
く
だ
さ
い
。

【
運
休
日
】11
月
４
日（
火
）～
７
日

（
金
）（
計
４
日
間
）

【
運
休
列
車
・
運
休
区
間
】▼
下
り

＝
前
谷
地
10
時
59
分
発
→
柳
津
11

時
21
分
着（
小
牛
田
～
前
谷
地
駅

間
は
通
常
運
転
）／
前
谷
地
13
時

00
分
発
→
柳
津
13
時
22
分
着
▼
上

り
＝
柳
津
11
時
30
分
発
→
前
谷
地

11
時
51
分
着
／
柳
津
13
時
30
分
発

→
前
谷
地
13
時
50
分
着（
前
谷
地

～
小
牛
田
駅
間
は
通
常
運
転
）

【
問
い
合
わ
せ
】Ｊ
Ｒ
東
日
本
お
問

い
合
わ
せ
セ
ン
タ
ー　

☎
０
５
０（
２
０
１
６
）１
６
０
０

【
開
催
日
】11
月
16
日（
日
）

【
場
所
】迫
公
民
館

【
申
込
方
法
】「
み
や
マ
リ
！
」公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
予
約
お
よ
び

入
会
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い

【
申
込
期
限
】11
月
14
日（
金
）

【
登
録
料
】１
万
１
千
円（
２
年
間

有
効
・
20
歳
代
は
半
額
）

※
必
要
書
類
な
ど
、詳
細
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

【
問
い
合
わ
せ
】み
や
ぎ
結
婚
支
援

セ
ン
タ
ー「
み
や
マ
リ
！
」

☎
０
２
２（
７
９
７
）３
０
８
３

　

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
、住

所
や
氏
名
・
名
称
の
変
更
登
記
が

義
務
化
さ
れ
、不
動
産
の
所
有
者

は
、住
所
等
の
変
更
の
日
か
ら
２

年
以
内
に
変
更
登
記
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。義
務
化
前
に
住

所
等
を
変
更
し
て
い
た
場
合
も
、

令
和
10
年
３
月
末
ま
で
に
登
記
の

申
請
が
必
要
で
す
。

　

簡
単
・
便
利
な「
ス
マ
ー
ト
変
更

　　

ご
寄
付
い
た
だ
き
、あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
８
月
受
納
）

●
医
療
法
人
社
団
恭
謹
会
上
杉
皮

膚
科
医
院
様
／
東
和
小
学
校
用
書

架
、多
目
的
書
架
、ジ
ョ
イ
ン
ト
マッ
ト

●
一
般
社
団
法
人
日
本
道
路
建
設

業
協
会
様
／
簡
易
設
置
型
授
乳
室

お
よ
び
授
乳
チ
ェ
ア

●
株
式
会
社
オ
ー
ツ
ー
コ
ー
ポ

レ
ー
シ
ョ
ン
様
、ユ
ニ
・
ケ
ア
ー
株

式
会
社
様
／
市
内
小
中
学
校
用
・

保
健
衛
生
用
品
１
１
１
３
個

※
寄
付
に
つ
い
て
は
、市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま
す

【
問
い
合
わ
せ
】総
務
部
総
務
課

（
財
産
係
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
０
９
１

▲

迫総合支所☎ 0220（22）2111

▲

登米総合支所☎ 0220（52）5051

▲

東和総合支所☎ 0220（53）4111

▲

中田総合支所☎ 0220（34）2311

▲

豊里総合支所　☎ 0225（76）4111

▲

米山総合支所☎ 0220（55）2111

▲

石越総合支所☎ 0228（34）2111

▲

南方総合支所☎ 0220（58）2111

▲

津山総合支所☎ 0225（68）3111

寄
　
　
付

11月の納税

納期限／12月１日（月）

警察署からのお知らせ
日没時間が早まるこの時期は、夕方から夜間にかけて交通事故

が増加します。ドライバーは早めのライト点灯、歩行者は反射

材を身につけ、安全確認を徹底して交通事故を防ぎましょう。

市内の交通事故発生状況
（令和７年９月末現在）※佐沼・登米警察署調べ

Ｒ７ Ｒ６ 増減数

人身事故
発生件数 38件 68件 ▲30件

死者数 ０人 １人 ▲１人

負傷者数 50人 82人 ▲32人

物損事故
発生件数 967件 895件 72件

※Ｒ7年1月からの延べ件数（前年同時期と比較）

固定資産税・・・・・・４期

国民健康保険税・・・・６期

介護保険料・・・・・・６期

後期高齢者保険料・・・５期
忘れずに納めましょう

納税は便利な口座振替で

11月9日から15日は、秋の全国火災予防運動が実施
されます。火災が起こりやすい時期です。命と財産
を守るため、日頃から火災予防に努めましょう。

９月の災害件数

　　　  火災　 救急　 救助
            1件      288件    1件

（2,902件） （22件）

330件

令和７年
累計

1件前年同月 2件

（24件）

登米市の人口・世帯数
（令和７年９月末現在）

地区 世帯数
人口（人）

男 女 計　　（前月比）

迫 7,777 9,161 9,580 18,741 （▲19）

登米 1,718 1,997 2,175 4,172 （▲11）

東和 2,164 2,569 2,604 5,173 （▲19）

中田 5,293 7,132 7,357 14,489 （▲18）

豊里 2,154 2,900 2,956 5,856 （1）

米山 2,767 3,895 3,960 7,855 （▲16）

石越 1,451 2,040 2,011 4,051 （▲8）

南方 2,721 3,789 3,937 7,726 （▲17）

津山 1,089 1,287 1,433 2,720 （▲3）

合計 27,134 34,770 36,013 70,783 （▲110）

※上記人口・世帯数には外国人住民も含まれています

Ｊ
Ｒ
東
日
本

列
車
運
休
の
お
知
ら
せ

登
記
」を
利
用
す
る
と
、今
後
住
所

等
の
変
更
が
あ
っ
た
際
に
、法
務

局
で
変
更
登
記
を
し
ま
す
。

※
詳
細
や
出
前
講
座
の
依
頼
は
、

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

【
問
い
合
わ
せ
】仙
台
法
務
局
登
米

支
局

☎
０
２
２
０（
５
２
）２
０
７
０

　

10
、11
月
は「
麻
薬
・
覚
醒
剤
・
大

麻
乱
用
防
止
運
動
」期
間
で
す
。薬

物
乱
用
は
本
人
だ
け
で
な
く
家
族

や
友
人
も
不
幸
に
し
ま
す
。「
ダ

メ
。ゼ
ッ
タ
イ
。」を
合
言
葉
に
、薬

物
乱
用
を
撲
滅
し
ま
し
ょ
う
。　

【
問
い
合
わ
せ
】県
石
巻
保
健
所 

登
米
支
所
・
登
米
地
区
薬
物
乱
用 

防
止
指
導
員
協
議
会

☎
０
２
２
０（
２
２
）６
１
２
０

　

生
活
保
護
の
利
用
に
困
難
を
抱

え
る
人
の
相
談
に
弁
護
士
が
対
応

し
ま
す
。

【
日
時
】11
月
26
日（
水
）午
前
10
時

～
午
後
８
時

【
相
談
受
付
電
話
番
号
】

☎
０
１
２
０（
１
５
８
）７
９
４

※
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

【
問
い
合
わ
せ
】仙
台
弁
護
士
会

☎
０
２
２（
２
２
３
）２
３
８
３

　　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
は
、本
来
大

人
が
担
う
と
さ
れ
る
家
事
や
家
族

の
世
話
な
ど
を
日
常
的
に
し
て
い

る
子
ど
も・
若
者
の
こ
と
で
す
。責

任
や
負
担
の
重
さ
に
よ
り
、学
業
や

友
人
関
係
な
ど
に
影
響
が
出
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。自
分
が「
家
族
の

こ
と
に
精
一
杯
で
つ
ら
い
」と
感
じ
た

り
、身
近
に
気
に
か
か
る
子
ど
も
や

若
者
が
い
た
ら
、一
人
で
悩
ま
ず
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
児
童
相
談
所
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
１
２
０（
１
８
９
）７
８
３

▼
24
時
間
子
供
S
O
S
ダ
イ
ヤ
ル

☎
0
1
2
0（
0
）7
8
3
1
0

【
問
い
合
わ
せ
】福
祉
事
務
所
子
育

て
支
援
課（
家
庭
児
童
支
援
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
７

　
「
１
８
９
」は
、児
童
虐
待
か
も

し
れ
な
い
と
思
っ
た
時
な
ど
に
児

童
相
談
所
に
通
告
・
相
談
が
で
き

る
全
国
共
通
の
電
話
番
号
で
す
。

「
１
８
９
」に
か
け
る
と
近
く
の
児

童
相
談
所
に
つ
な
が
り
ま
す
。通

告
・
相
談
は
匿
名
で
す
る
こ
と
が

で
き
、秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】福
祉
事
務
所
子
育

て
支
援
課（
家
庭
児
童
支
援
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
７

【
日
時
】11
月
６
日（
木
）午
前
10
時

～
11
時
30
分

【
場
所
】▼
迫
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
登
米
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
▼
東

和
総
合
支
所

【
問
い
合
わ
せ
】登
米
市
社
会
福
祉

協
議
会

☎
０
２
２
０（
２
１
）６
３
１
０

【
日
時
】
➊
11
月
11
日（
火
）➋
25
日

（
火
）／
午
前
10
時
～
午
後
４
時

【
場
所
】
➊
東
郷
公
民
館
➋
森
公
民

館【
相
談
料
】無
料

【
問
い
合
わ
せ
】そ
・
え
ー
る
登
米

☎
０
２
２
０（
２
３
）８
６
１
０


０
２
２
０（
２
３
）８
６
６
５

【
日
時
】11
月
25
日（
火
）、午
前
９

時
30
分
、午
前
11
時
、午
後
１
時
30

分
、午
後
３
時（
要
電
話
予
約
）

【
場
所
】県
東
部
保
健
福
祉
事
務
所

登
米
地
域
事
務
所

【
相
談
料
】無
料

※
職
業
の
あ
っ
せ
ん
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】障
害
者

就
業・生
活
支
援
セ
ン
タ
ー「
ゆ
い
」

☎
０
２
２
０（
２
１
）１
０
１
１

【
日
時
】11
月
28
日（
金
）午
後
１
時

～
３
時
50
分（
要
電
話
予
約
）

【
場
所
】と
め
市
民
活
動
プ
ラ
ザ

【
担
当
】柳
渕
勝し

ょ
う

一い
ち（

司
法
書
士
）

【
相
談
申
し
込
み
】

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
１
７

【
相
談
料
】無
料

【
問
い
合
わ
せ
】市
民
生
活
部
市
民

生
活
課（
市
民
総
務
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
１
８

障
が
い
者
の
自
立
に
向
け
て

し
ご
と
相
談
を
開
設

法務省ホー
ムページ（ス
マート変更
登記）

危
険
な
薬
物
は
買
わ
な
い
、

使
わ
な
い
、関
わ
ら
な
い

結
婚
希
望
者
を
支
援

み
や
マ
リ
！
出
張
登
録
会

全
国
一
斉

生
活
保
護
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

生
活
や
仕
事
な
ど
の

悩
み
相
談
に
応
じ
ま
す

社
会
福
祉
協
議
会

生
活
相
談
の
お
知
ら
せ

借
金
に
関
す
る

無
料
法
律
相
談

約
４
７
２
万
円
以
下

※
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
を
全
て
満

た
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す

【
請
求
手
続
き
】
➊
新
た
に
年
金

生
活
者
支
援
給
付
金
を
受
け
取

る
人
＝
対
象
者
に
は
、日
本
年

金
機
構
か
ら
９
月
１
日
以
降

に
、請
求
可
能
な
旨
の
お
知
ら

せ
を
送
付
し
ま
す
。同
封
の
は

が
き（
請
求
書
）に
記
入
し
提
出

し
て
く
だ
さ
い
➋
年
金
を
受
給

し
始
め
る
人
＝
年
金
の
請
求
手

続
き
と
併
せ
て
年
金
事
務
所
か

各
総
合
支
所
市
民
課
で
請
求
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い

【
問
い
合
わ
せ
】

▼
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
０
５
）４
０
９
２

▼
市
民
生
活
部
国
保
年
金
課

（
年
金
医
療
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）２
１
６
６

ね
ん
き
ん
だ
よ
り

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

制
度
に
つ
い
て

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

は
、公
的
年
金
等
の
収
入
や
そ

の
他
の
所
得
額
が
一
定
基
準
額

以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活
を

支
援
す
る
た
め
に
、年
金
に
上

乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で

す
。受
け
取
り
に
は
請
求
書
の

提
出
が
必
要
で
す
。

【
対
象
者
】
➊
老
齢
基
礎
年
金
を

受
給
し
て
い
る
人
＝
65
歳
以

上
・
世
帯
員
全
員
の
市
町
村
民

税
が
非
課
税
・
年
金
収
入
額
と

そ
の
他
所
得
額
の
合
計
が
約

89
万
円
以
下
➋
障
害
基
礎
年

金
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
し

て
い
る
人
＝
前
年
の
所
得
額
が

相
　
　
談

児
童
相
談
所
虐
待
対
応

ダ
イ
ヤ
ル
「
１い

ち

は

や

く

８
９
」

知
っ
て
く
だ
さ
い

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
こ
と

住
所
・
名
前
が
変
わ
っ
た
ら

必
ず
変
更
登
記
を

道
路
に
張
り
出
し
た

樹
木
や
枝
葉
は
伐
採
を


